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交通政策審議会 
第４１回港湾分科会 

資料１ 

港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に
関する法律の一部を改正する法律について 

平成２３年４月１４日 

国土交通省港湾局 



●港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律 
    【公布】平成23年3月31日    【施行】港格関係：平成23年4月1日 
                            基本方針関係：公布の日から6月を超えない範囲内において政令で定める日 

港湾運営会社関係 公布の日から 年を超えない範囲内において政令で定める日

我が国の港湾の国際競争力の強化等を図るため、港湾の種類について国際戦略港湾及び国際拠点港湾を追加する等の見直しを
行い、これらの港湾において国土交通大臣が行う港湾工事の範囲及びその費用に係る国の負担割合を定めるとともに、これらの港
湾におけるコンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社の指定及び当該埠頭等を構成する行政財産の貸付けに係る制度を創設

                            港湾運営会社関係：公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日 

湾におけるコンテナ埠頭等を 体的に運営する株式会社の指定及び当該埠頭等を構成する行政財産の貸付けに係る制度を創設
する等の所要の措置を講ずる。 

○ 港湾の種類（港格）の見直し

新制度 
国際戦略港湾 

選択と集中 

○ 港湾の種類（港格）の見直し 
 我が国港湾の国際競争力強化のため、国際コンテナ戦略港湾を港湾法上の港
格として新たに「国際戦略港湾」と位置付けるとともに、特定重要港湾の名称を
「国際拠点港湾」に改める。 現行 

（京浜、阪神）

 

○直轄港湾工事の国費負担率の引き上げ及び対象施設の拡充 
 国際戦略港湾における高規格コンテナターミナルの係留施設（水深16m以上の
耐震強化岸壁）について、直轄港湾工事の国費負担率を7/10とする。これに附帯

国際拠点港湾 

現行特定重要港湾のうち国
際戦略港湾を除く港湾 

 

特定重要港湾 

震
するコンテナヤードを直轄港湾工事の対象施設に新たに追加する。（国費負担率
は2/3） 

 

○ 港湾運営会社制度の創設

重要港湾 

現行重要港湾のうち、国際
戦略港湾及び国際拠点港湾
を除く港湾

重要港湾 

○ 港湾運営会社制度の創設 
 港湾運営会社制度を創設し、国際戦略港湾及び国際拠点港湾に導入する。 

 

○港湾運営会社に対する無利子貸付制度の創設 
現在 公社等に限定され いる無利子貸付金の貸付対象を国際戦略港湾及び

を除く港湾
 

地方港湾 地方港湾 

 現在、公社等に限定されている無利子貸付金の貸付対象を国際戦略港湾及び
国際拠点港湾における港湾運営会社に拡大する。 

港格の見直し 



港湾運営会社
国又は港湾管理者
により指定

港湾運営の民営化 

港湾運営会社 

財産貸付 

により指定 

財産貸付 
運営計画に基づき、港湾運営に関する業務
を一元的に担う 

料金決定権を確保し、荷主・船社への営業活動 

行政財産の貸付け 

 
行政財産の貸付け 埠頭群の運営業務 

国

港
湾

協力 

・港湾運営会社の提案も
踏まえ 港湾計画を作成

支援 

荷役機械などの整備
に係る支援（税制・無

荷役機械など 
（会社が整備） 

公設民営 

国  管
理
者 

踏まえ、港湾計画を作成

・臨港地区における行為
の届出の特例 

に係る支援（税制・無
利子貸付）など  港湾施設 

（国・港湾管理者） 

関連事業
監督  監督 

公共性確保のための
チ ック

公共性確保のための
チ ク

流通施設の経営など関連事業は
自由に展開 

関連事業

料
金 

チェック 
（運営計画・料金変更
命令・監督命令・大口
株式保有への規制等） 

チェック

（運営計画・料金変更
命令・監督命令・大口
株式保有への規制等） 

投
資 

サ
ー
ビ
ス 

利用者（船社等） 投資家 


